
災害時要援護者支援計画のしくみ
高齢者・障がい者など ※②で、登録同意が得られなかった方

には、市の職員や民生委員が再度登録
申請書の配布を行うなど、個人情報の
保護に留意しながら意思確認を行いま
す。

訪問のうえ

要援護者の把握
（登録申請書の配布）

住所、名前などの
個人情報の提供
（登録申請書の提出）

2名以上の支援者の
選定、個別避難支援
計画の策定など

登録申請書の
提出

自治会・自主防災組織に
要援護者台帳の
副本の提出

自治会  自主防災組織

災害時の支援
（避難など）

要援護者台帳の
整備・管理

未登録要援護者
台帳の整備・管理
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も

①自治会か自主防災組織で担当地区のすべての世帯に
「要援護者登録申請書」の配布
②高齢や障がいなどにより支援が必要な方は、計画に同
意のうえ、登録申請書を提出
③自治会などで、災害時の支援者の指定、自宅から避難
場所までの地図や必要な支援の内容などを記入した
「個別避難支援計画」を作成

④市に登録申請書を提出し、市では要援護者台帳に登録
※要援護者台帳は、災害時に安全な避難が行えるよう、緊急
　連絡先、必要な保健・医療・福祉のサービス、支援者などの
　情報を登録するものです

⑤要援護者台帳の副本などにより情報を共有
※災害が発生したときは、「未登録要援護者」情報を自治会な
　どに提供します

⑥災害が発生したときには、自治会などが個別避難支援

要援護者支援者

調査対象者

要援護者
（台帳登録同意者）
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